
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
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号
外
第
五
十
四
号

令
和
四
年

十
二
月
二
十
六
日

月　曜　日

目
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規

則

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

六

○
山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

八

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
三
十
二
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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県
公
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号
外
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五
十
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号
　
　
令
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四
年
十
二
月
二
十
六
日

二

別表第一（第三条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日

三



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日

四



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日

五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日

六

（
給
与
の
内
払
）

2
　
改
正
後
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
技
能
労
務

職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に

よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

3
　
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
第
五
条

の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
給
料
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
技
能
労
務
職
員

の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
二
号
）
に
よ
る

改
正
前
の
第
三
条
に
定
め
る
給
料
表
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
技
能
労
務
職
給
料
表
」
と
い
う
。
）
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
技
能
労
務
職
給
料
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
旧
技
能
労
務
職
給
料
表
」
と
す

る
。

（
給
料
の
切
替
え
等
）

4
　
こ
の
規
則
に
基
づ
く
給
料
の
切
替
え
及
び
こ
れ
に
伴
う
措
置
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
職
員
給
与
条

例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
三
号

山
梨
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

山
梨
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
三
年
山

梨
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
太
陽
光
発
電
事
業
の
地
域
住
民
等
へ

の
説
明
等
の
状
況
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
六
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

別
表
第
六
の
二
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

1
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に

関
す
る
規
則
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
四

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日

七

第5号様式（第8条関係）



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
四
号
　
　
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日

八

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号

山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
五
の
項
ホ
及
び
ヘ
中
「
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
太
陽
電
池
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事
業
の
う
ち
事
業
の
用
に
供
す
る
区
域
に
含
ま
れ
る
森
林

（
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
有
林
及
び
同

法
第
五
条
第
一
項
の
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
面
積
が
〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
で
あ
る
も
の
又
は
太
陽
電
池

発
電
所
の
規
模
の
変
更
の
工
事
の
事
業
の
う
ち
事
業
の
用
に
供
す
る
区
域
に
含
ま
れ
る
森
林
の
面
積

が
〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
増
加
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
に
係
る
太

陽
電
池
発
電
所
に
つ
い
て
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
山
梨
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及

び
維
持
管
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
三
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
八
条
（
同
条
例
附
則
第
三

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
設
置
許
可
の
申
請
書
の
提
出
が

あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
五
の
項
ホ
及
び
ヘ
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
提
出
が
あ
っ
た
設
置
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事
項
の

う
ち
同
条
例
第
八
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
記
載
事
項
に
不
備
が
あ
る
場
合
又
は
必
要

な
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


